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東
京
に
本
社
を
構
え
る
事
業

者
の
営
業
担
当
は
「
東
電
管
内

で
い
う
と
電
気
料
金
の
値
下
げ

が
あ
る
の
で
、
問
合
せ
が
増
え

て
き
て
い
る
。
一
日
で
多
い
と

き
は
二
、
三
十
件
あ
る
」
と
話

す
。
マ
ス
コ
ミ
で
同
シ
ス
テ
ム

を
知
っ
た
住
民
か
ら
の
問
合
せ

の
ほ
か
、「
高
圧
受
電
の
大
規
模

マ
ン
シ
ョ
ン
で
東
電
か
ら
値
上

げ
の
通
知
が
き
て
シ
ス
テ
ム
導

入
を
検
討
し
て
い
る
」
と
い
う

声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
。 

◇ 

高
圧
受
電
契
約
者
に
つ
い
て

は
、
二
月
末
現
在
で
、
一
般
電

気
事
業
者
で
は
東
電
だ
け
が
四

月
か
ら
電
気
料
金
の
単
価
を
一

㌔
㍗
時
当
た
り
二
円
六
十
一
銭

値
上
げ
す
る
こ
と
を
表
明
し
て

い
る
。
契
約
電
力
が
五
十
㌔
㍗

以
上
の
管
理
組
合
は
高
圧
受
電

「「「
一一一
括括括
受受受
電電電
」」」ににに
高高高
いいい
関関関
心心心   

問
い
合
わ
せ
「
震
災
前
の  

倍
以
上
」 

東
電
、
４
月
か
ら
料
金
改
定
が
決
定
打 

導入決定マンション「1 カ月に 10件ずつ」 

に
な
る
た
め
ダ
イ
レ
ク
ト
に
値

上
げ
に
な
る
が
、
高
圧
一
括
受

電
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
れ
ば
東

電
と
高
圧
受
電
契
約
を
結
ぶ
契

約
者
が
同
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す

る
事
業
者
に
な
り
、
管
理
組
合

は
値
上
げ
の
対
象
か
ら
外
れ
る

た
め
「
お
得
」
と
言
え
る
。 

通
常
、
高
圧
一
括
受
電
シ
ス

テ
ム
の
提
供
事
業
者
は
、
電
気

料
金
の
検
針
・
請
求
・
回
収
、

受
変
電
設
備
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

等
の
業
務
を
管
理
組
合
か
ら
受

託
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
業
務

受
託
費
の
中
に
サ
ー
ビ
ス
提
供

料
と
し
て
事
業
者
の
利
益
も
含

ま
れ
て
い
る
。
四
月
か
ら
東
電

の
高
圧
受
電
の
値
上
げ
が
実
施

さ
れ
れ
ば
事
業
者
は
値
上
げ
の

対
象
と
な
る
た
め
収
益
は
減
る

が
、
現
時
点
で
は
四
事
業
者
は

利
益
部
分
へ
の
「
上
乗
せ
」
は

な
い
と
い
う
。 10 

東
京
電
力
管
内
で
、
低
圧
電
力
と
高
圧
電
力
の
価
格
差
を
利
用

し
て
電
気
料
金
を
削
減
す
る
、
高
圧
一
括
受
電
シ
ス
テ
ム
の
導
入

を
考
え
る
管
理
組
合
が
急
増
し
て
い
る
。
今
年
四
月
か
ら
東
電
が

高
圧
電
力
の
単
価
を
値
上
げ
す
る
こ
と
が
要
因
の
よ
う
だ
。
首
都

圏
・
関
西
圏
で
営
業
展
開
し
て
い
る
四
事
業
者
に
高
圧
一
括
受
電

シ
ス
テ
ム
の
現
状
を
聞
い
て
み
た
。 

契
約
電
力
が
五
十
㌔
㍗

以
上
の
高
圧
受
電
の
場
合
、

電
気
の
小
売
り
自
由
化
で

電
力
事
業
に
参
入
し
た
特

定
規
模
電
気
事
業
者
（
Ｐ
Ｐ

Ｓ
）
か
ら
も
電
気
を
購
入
で

き
る
。
東
京
・
文
京
区
や
世

田
谷
区
な
ど
東
電
管
内
の

管
理
組
合
の
役
割
も
規
定 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
維
持
管
理
で
指
針 

平
成
五
年
六
月
の
公
益

段
代
作
成
に
よ
る
現
行
指

針
を
大
幅
に
見
直
し
、
所
有

者
、
管
理
者
等
の
役
割
・
責

任
や
保
守
点
検
業
者
選
定

の
考
え
方
を
明
確
化
し
て

い
る
。 

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場

合
「
所
有
者
＝
区
分
所
有

者
」「
管
理
者
＝
管
理
組
合
」

と
認
識
。
「
管
理
組
合
が
Ｅ

Ｖ
保
守
点
検
業
者
と
直
接

契
約
し
て
い
る
場
合
、
管
理

組
合
が
主
体
と
な
り
、
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
管
理

者
に
含
ま
ず
、
標
準
委
託
契

約
書
の
よ
う
に
委
託
業
務

に
Ｅ
Ｖ
点
検
等
を
含
ん
で

い
る
場
合
、
管
理
業
者
は
管

理
者
に
含
む
」
と
建
築
指
導

課
の
担
当
者
は
話
す
。 

「
関
係
者
の
役
割
と
責

自
治
体
の
一
部
で
は
、
東

電
の
電
気
料
金
の
値
上
げ

を
見
越
し
て
電
気
料
金
の

削
減
な
ど
を
目
的
に
庁
舎

や
施
設
の
電
力
供
給
入
札

に
Ｐ
Ｐ
Ｓ
を
加
え
る
動
き

を
見
せ
て
い
る
。 

グ
ル
ー
プ
会
社
の
Ｐ
Ｐ

Ｓ
を
使
っ
て
試
験
的
に
高

圧
一
括
受
電
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
て
い
る
と
い
う
提

供
業
者
は
「
（
東
電
よ
り

も
）
多
少
お
得
」
と
い
う
。 

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新

聞 

第8
6
7

号
よ
り
） 

国
土
交
通
省
が
四
月
二
日
に
公
表
し
た
「
昇
降
機
の
適
切
な
維
持
管
理
に
関
す

る
指
針
」
（
案
）
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
管
理
者
と
し
て
管
理
組
合
や
管
理
会
社
が
担

う
役
割
の
ほ
か
、
保
守
点
検
業
者
や
メ
ー
カ
ー
の
責
任
な
ど
、
各
関
係
者
に
対
す

る
留
意
事
項
を
規
定
。
保
守
点
検
業
者
選
定
の
際
は
価
格
の
み
で
は
な
く
総
合
的

な
評
価
に
よ
る
決
定
を
求
め
て
い
る
。 

 

任
」
で
は
、
保
守
点
検
に

対
す
る
協
定
を
規
定
。
保

守
点
検
業
者
も
必
要
に
応

じ
て
「
維
持
管
理
に
関
す

る
提
案
ま
た
は
助
言
」
を

所
有
者
に
行
う
。 

耐
用
年
数
を
勘
案
し
た

適
切
な
期
間
の
部
品
供
給

の
ほ
か
、
所
有
者
に
対
す

る
維
持
管
理
に
必
要
な
情

報
の
提
供
・
公
開
や
問
合

せ
に
対
す
る
体
制
整
備
は

「
メ
ー
カ
ー
責
任
」
と
し

て
明
記
。
か
つ
て
系
列
保

守
業
者
以
外
に
対
す
る
非

協
力
的
な
部
品
提
供
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
Ｅ
Ｖ

業
界
の
悪
し
き
慣
習
の
再

発
防
止
に
指
針
案
で
く
さ

び
を
打
っ
て
い
る
。 

人
身
事
故
発
生
の
際
は

所
有
者
に
「
公
益
性
の
観

点
」
か
ら
現
場
調
査
結
果

の
メ
ー
カ
ー
等
へ
の
提
出

協
力
を
規
定
。
長
期
修
繕

計
画
に
は
Ｅ
Ｖ
の
項
目
を

盛
り
込
み
、
必
要
に
応
じ

て
見
直
し
、
そ
の
際
所
有

者
は
メ
ー
カ
ー
や
保
守
点

検
業
者
に
協
力
を
求
め
る

こ
と
、
と
し
て
い
る
。 

保
守
点
検
業
者
を
選
定

す
る
際
は
、「
別
表
」
の
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
参
考

に
、
価
格
だ
け
で
な
く
、

専
門
技
術
者
の
能
力
や
業

務
実
績
な
ど
総
合
的
に
評

価
す
る
よ
う
要
望
。
保
守

点
検
業
者
に
対
す
る
各
種

閲
覧
協
力
も
所
有
者
に
求

め
て
い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
新
聞 

第

8
6

9

号
よ

り
） 

５
／  

ま
で
意
見
募
集 

１０ 
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改

修 
サ
イ
ク
ル 

分
譲
よ
り
賃
貸
の
方
が
長
め 

設
計
事
務
所
や
工
事
会

社
等
に
最
終
的
な
契
約
金

額
等
を
聞
く
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
。
回
答
の
七
割
が
分

譲
マ
ン
シ
ョ
ン
が
占
め
て

お
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
大
規

模
修
繕
工
事
の
科
目
別
工

事
単
価
デ
ー
タ
と
し
て
利

用
価
値
が
あ
る
。
同
じ
科

目
で
も
単
価
に
大
き
な
差

が
あ
り
「
既
存
建
物
の
劣

化
状
況
や
施
工
条
件
な

ど
、
改
修
工
事
の
独
特
の

個
別
的
要
因
が
影
響
し
て

い
る
」（
総
合
研
究
所
技
術

研
究
部
）。 

【
工
事
費
】 

（
建
築
系
） 

工
事
科
目
の
中
で
も
っ

と
も
件
数
が
多
か
っ
た
の

は
「
外
壁
塗
装
計
」。
下
地

補
修
。
シ
ー
リ
ン
グ
、
タ

イ
ル
補
修
、
外
壁
塗
装
吹

き
付
け
を
含
ん
だ
数
値

で
、
戸
当
た
り
単
価
の
中

央
値
は
二
十
六
万
六
千
九

編集後記 

未曾有の大災害となった東日本大震災で地震保険が改めて見直されて来て加入者が増えているとのことです。 

首都圏でもＭ８クラスの直下型大地震が来るのではないかと言われている中で、管理組合でも改めて地震保険 

の加入可否を検討する必要が有りそうです。修繕積立金はあくまで計画的修繕工事を実施するために積立てて 

いますので地震被害が大きくなると、その補修費用をどうするかの財政的問題から再建に向けての合意形成が 

難しくなることが予想されますので地震保険に未加入の管理組合は検討が急がれます。後悔先に立たず！（吉田） 

設
計
・
監
理
方
式
が  

・
６
％ 

判例ファイル 

滞納管理費、破産者に一部 
支払い義務 

競売で住戸を購入し、前区分所有者
の滞納管理費等を管理組合に納めた区
分所有者が、破産手続きを経て免責許
可決定を受けた前所有者に対して、納
めた管理費等の求償を請求した訴訟の
上告審で東京高裁は昨年 11月、一部の
求償を認めた二審の東京地裁判決を支
持し、前区分所有者の上告を棄却した。
住戸が破産財団から放棄された後、競
落されるまでの間に発生した管理費等
について求償請求が認められている。 

新所有者が納めた滞納管理費等は約
11 ヵ月分。破産手続き開始から４ヶ月

管財人の住戸放棄後 
競 落 ま で の 未 納 分 

後に破産管財人が住戸を破産財団か
ら放棄したため、競落までの期間は
前所有者の自由財産になっていた。
住戸に抵当権等が設定されていて余

剰価値がない場合、破産手続き中に
放棄されるケースがある。原審は滞
納管理費等を①破産手続き開始決定
日までに発生②同日から住戸が放棄

されるまでに発生③放棄後、競落され
るまでに発生したもの、に分類。①、
②はそれぞれ求償権を認めなかった
が、③については前所有者が支払い義

務を負うとして求償権を認めていた。
（判例時報 2135号、マンション管理
新聞 第 867号より） 

(

財)

建
設
物
価
調
査
会
総
合
研
究
所
は
三
月
十
四
日
、
平
成
二
十
二
年
度
版
第
五

回
「
改
修
工
事
（
集
合
住
宅
）
の
マ
ク
ロ
的
価
格
傾
向
に
関
す
る
研
究
」
の
調

査
結
果
を
発
表
し
た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
改
修
工
事
金
額
を
工
事
科
目
別
に
分
析

し
た
も
の
で
、
改
修
計
画
の
予
算
立
案
等
で
参
考
資
料
に
使
え
る
。
改
修
周
期

は
お
お
む
ね
十
二
～
十
四
年
、
改
修
目
的
は
新
築
当
初
レ
ベ
ル
へ
の
回
復
を
目

指
す
「
修
繕
」
が
多
く
、「
診
断
・
設
計
・
監
理
」
と
施
工
を
分
離
発
注
す
る
割

合
は
六
八
・
六
㌫
、
総
工
費
に
対
す
る
割
合
の
中
央
値
は
六
・
七
三
㌫
だ
っ
た
。 

百
六
十
二
円
。
戸
当
た
り

二
十
万
～
三
十
二
万
五
千

円
が
最
多
分
布
。
戸
数
別

で
は
中
央
値
で
「
二
十
九

戸
以
下
」
三
十
五
万
六
千

七
百
四
十
七
円
に
対
し
、

「
二
百
戸
以
上
」
は
十
八

万
八
千
六
百
七
十
三
円
と

三
倍
開
き
が
あ
り
、
大
規

模
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ス
ケ
ー

ル
メ
リ
ッ
ト
が
示
さ
れ
て

い
る
。 

（
設
備
系
） 

戸
当
た
り
単
価
の
中
央

値
で
、
給
水
管
は
共
用
部

の
全
面
取
り
替
え
十
三
万

九
千
六
百
九
十
三
円
、
ラ

イ
ニ
ン
グ
十
八
万
九
千
二

百
二
十
三
円
。
専
有
部
を

含
ん
だ
全
面
取
り
替
え
三

十
八
万
五
千
八
百
九
十
五

円
、
ラ
イ
ニ
ン
グ
二
十
二

万
千
六
百
七
円
、
雑
排
水

管
は
十
三
万
六
千
九
百
六

十
六
円
。 

配
電
盤
一
万
四
千
三
十

八
円
、
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
、

オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
等
十
一
万

四
千
八
百
八
十
九
円
。 

【
改
修
周
期
】 

屋
根
防
水
、
床
防
水
、

外
壁
塗
装
等
、
鉄
部
塗
装

等
で
多
い
中
央
値
は
十
二

年
。
興
味
深
い
の
は
分
譲

に
対
し
、
民
間
・
公
団
等

を
あ
わ
せ
た
賃
貸
の
方
が

大
半
の
科
目
で
周
期
が
長

い
点
。
露
出
屋
根
防
水
で

は
分
譲
十
二
年
、
賃
貸
十

七
年
。
外
壁
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
補
修
は
分
譲
十
二

年
、
賃
貸
二
十
年
。
外
部

付
属
物
の
鉄
部
塗
装
は
分

譲
十
一
年
、
賃
貸
十
六
・

五
年
。 

設
備
で
は
給
水
管
は
分

譲
二
十
七
年
、
賃
貸
二
十

七
・
五
年
。
雑
排
水
管
は

分
譲
三
十
一
年
、
賃
貸
二

十
九
年
と
目
立
っ
て
大
き

な
差
は
な
い
。 

【
診
断
・
設
計
・
監
理
】 

診
断
、
設
計
、
監
理
と
工

事
の
関
係
は
「
施
工
と
分
離

発
注
」
六
八
・
六
㌫
、
「
施

工
と
一
括
発
注
」
三
〇
・
八

㌫
と
、
分
離
発
注
の
ケ
ー
ス

が
多
い
。 

総
工
事
費
に
対
す
る
診

断
・
設
計
・
監
理
を
戸
当
た

り
単
価
で
見
る
と
二
十
九

戸
以
下
に
対
し
、
二
百
戸
以

上
の
単
価
は
六
倍
の
開
き

が
あ
り
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ

ト
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞 

第8
6
9

号
よ
り
） 

 

(

財)

建
設
物
価
調
査
会
が

マ
ン
シ
ョ
ン
の
改
修
工
事
費

の
価
格
情
報
研
究
と
し
て
実

施
。
調
査
対
象
は
徐
々
に
拡

大
し
、
二
十
二
年
度
は
五
回

目
。
調
査
概
要
は
建
設
総
合

サ
イ
ト
「
建
設
Ｎ
ａ
ｖ
ｉ
」

で
公
表
し
て
い
る
。
調
査
会

で
は
「
修
繕
計
画
の
予
算
立

案
時
な
ど
、
詳
細
な
数
量
積

算
情
報
が
得
ら
れ
な
い
時
の

参
考
資
料
」
と
し
て
活
用
を

想
定
し
て
い
る
。 

今
調
査
で
は
、
平
成
二
十

二
年
十
月
下
旬
に
設
計
事
務

所
、
総
合
建
設
会
社
、
管
理

会
社
等
千
四
百
三
十
社
に
調

査
票
を
発
送
。
百
三
十
四
社

か
ら
五
百
十
一
件
（
回
収
率

九
・
四
㌫
）
が
回
答
。
建
物

の
供
給
別
は
分
譲
三
百
五
十

三
件
（
六
九
・
一
㌫
）、
賃
貸
・

公
社
公
営
百
二
件
（
二
〇
・

〇
㌫
）
、
社
宅
・
寮
等
三
十
四

件
（
六
・
七
㌫
）、
賃
貸
・
民

間
二
十
二
件
（
四
・
三
㌫
）。 

調
査
に
つ
い
て 

６８ 


